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○岩出市農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱 

平成２９年１月１３日 

農委告示第２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、岩出市農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」とい

う。）の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）及び農業委

員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省第２３号。以下「法施行規

則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（推薦及び募集） 

第２条 法第１７条第２項の規定により推進委員が担当する区域及び法第１９

条に規定する推薦を求め、募集する人数は、別表のとおりとする。 

（推薦及び応募の資格） 

第３条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、

農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者とする。ただし、次の

いずれかに該当するものを除く。 

（１） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 

（令７農委告示４・一部改正） 

（推薦及び募集の周知） 

第４条 推進委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、

周知に努めるものとする。 

（１） 市ウェブサイトへの掲載 

（２） 広報による掲載 

（推薦手続等） 

第５条 推進委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。 

（１） 農業者からの推薦に当たっては、３名以上が連名し、当該農業者の

代表者が岩出市農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書（個人用）（様
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式第１号）をもって推薦するものとする。 

（２） 団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が岩出市農地

利用最適化推進委員候補者推薦申込書（団体用）（様式第２号）をもって

推薦するものとする。 

２ 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項

を記載し、署名又は記名押印の上、持参により岩出市農業委員会事務局（以

下「市農業委員会」という。）に提出するものとする。 

（令３農委告示７・一部改正） 

（応募手続等） 

第６条 推進委員の候補者の応募に当たり、募集に応募する者は、岩出市農地

利用最適化推進委員候補者応募申込書（様式第３号）に必要な事項を記載し、

署名又は記名押印の上、持参により市農業委員会に提出するものとする。 

（令３農委告示７・一部改正） 

（推薦又は募集に応じた者の公表期間） 

第７条 推薦及び募集の期間はおおむね１箇月間とする 

（推薦及び募集に係る公表） 

第８条 推薦及び募集に応募した者に関する情報は、法施行規則第１２条に定

めるところにより市ウェブサイトに公表するものとする。 

（候補者の選考及び選定） 

第９条 第５条及び第６条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者について、

市農業委員会は、岩出市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱

（平成２９年岩出市農業委員会告示第３号）に基づき岩出市農地利用最適化

推進委員候補者選考委員会（以下「推進委員選考委員会」という。）に候補

者の選考を求めるものとする。 

２ 推進委員選考委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、市農業

委員会に報告するものとする。 

（推進委員の選任） 

第１０条 市農業委員会は、推進委員選考委員会の報告を受け、候補者を決定

の上、推進委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は募集に応じた
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者に選任結果を通知するもとする。 

（推進委員の補充） 

第１１条 市農業委員会は、推進委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じ

た場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなけ

ればならない。 

２ 推進委員の欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やか

に推進委員を補充しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市農業委員会が別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年１月１３日から施行する。 

附 則（令和３年５月２４日農委告示第７号） 

この告示は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１２日農委告示第４号） 

この告示は、令和７年６月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

区域名 区域の詳細 定員 

（人） 

１地区 岡田・溝川・大町・高塚・清水・宮・西野・高瀬・備前・船

戸・山崎 

１名 

２地区 中黒・中島 １名 

３地区 吉田・山・境谷 １名 

４地区 相谷・原・西安上・金池・湯窪・赤垣内・波分・曽屋・金屋・

畑毛 

１名 

５地区 根来・森・堀口・今中・川尻・安上・押川・尼ケ辻・桜台 １名 

６地区 荊本・中迫・水栖・野上野・山田・北大池・南大池・東坂本・

新田広芝・西国分 

１名 
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様式第１号（第５条関係） 

（令３農委告示７・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

（令３農委告示７・全改） 

様式第３号（第６条関係） 

（令３農委告示７・全改） 

 


